令和　　 年 　　月　　 日

同　意　書

防衛省共済組合　　支部長殿

【同意申出者】
ふ り が な
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　
生年月日　　昭和・平成　　年　　月　　日
性　　別　　　　　男　　・　　女
住　　所
組合員等記号番号


私は、貴共済組合が行う下記１の事務処理において、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づき貴共済組合が下記２の情報を取得することに同意します。
なお、本書の複写は無効であり、本書の提出の際の事務処理に限って同意することを申し添えます。
記

	同意する事務処理及び情報
	１．事務
　　処理
	· 被扶養者の認定のため
· 資格確認書等の検認又は更新のため
· 現金給付請求（　　　　　　　　　　　　　　　　）のため
· [bookmark: _GoBack]任意継続掛金還付請求のため
· 船員組合員一部負担金返戻金請求のため
· その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）のため

	
	２．情報
	· 住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項に関する情報について　　　　　　から取得することに同意します。
· 地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額、若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報について　　　　　　から取得することに同意します。
· 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報について　　　　　　から取得することに同意します。
· 国民年金法又は被用者年金各法による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報について　　　　　　から取得することに同意します。
· （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）情報について　　　　　　から取得することに同意します。
· 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項について公的給付支給等口座登録簿から取得することに同意します。




記載要領
1. 同意する者が自ら署名を行うこと。
2. 住所欄は、住民票またはマイナンバーカードに掲載されているものを記載すること。
3. 情報欄の「　　　　　　　　から」には、共済組合が情報取得のために照会をかけることに同意する機関（例：○○市、○○健康保険組合）を記載すること。
4. 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座（公金受取口座）の登録等に関する法律第三条第三項第一号から第三号までに規定する事項については、現金給付請求、船員組合員一部負担金返戻金請求は請求年月日、任意継続組合員還付請求は資格喪失年月日の情報を共済組合は取得する（※）。ただし、任意継続組合員への前納掛金以外の還付請求はこの限りではないため、共済組合に情報取得時点を事前相談すること。また、漁協協同組合口座、総合口座以外のゆうちょ銀行口座（振替口座等）を公金受取口座として登録している場合は共済組合に事前相談すること。
※組合員が事前にマイナポータルから公金受取口座を登録していることが必要（公金受取口座はマイナポータルから容易に登録可能）。




